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令和 4 年 12 月第 15 回松阪市教育委員会定例会会議録 

 

令和 4 年 12 月 20 日（火）教育委員会室 

 

報告事項 

報告第 46 号 令和 4 年 11 月議会について 

報告第 47 号 松阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

      定める条例の一部改正について 

報告第 48 号 松阪市立保育所及び小規模保育事業所条例の一部改正について 

報告第 49 号 松阪市立認定こども園条例の一部改正について 

報告第 50 号 松阪市立幼稚園条例の一部改正について 

報告第 51 号 専決処分の報告について（工事請負契約に係る変更契約の締結） 

報告第 52 号 令和 4 年度 11 月児童生徒の問題行動等について 

報告第 53 号 松阪公民館の移転について 

 

出席者 

教育長                 中 田  雅 喜 

委員（教育長職務代理者）        長 井  雅 彦 

       委員                  谷 口  雅 美 

       委員                  服 部  美由紀 

       委員                  松 江   茂 

 

出席事務局職員 

       事務局長                刀 根  和 宜 

       事務局次長               村 田  佳 之 

       教育総務担当参事兼教育総務課長     尼 子  宗 成 

学校教育課長              金 谷  勝 弘 

       子ども安全・安心担当参事兼学校支援課長   大 辻  結 花 

子ども支援研究センター所長       中 西  明 美 

生涯学習課長              池 田  博 紀 

生涯学習課松阪公民館担当監       赤 塚   泉 

こども未来課長             大 野  千賀子 

 

午後 1 時 30 分 開会 

 

○教育長 
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ただいまから令和 4 年 12 月第 15 回松阪市教育委員会定例会を開会いたします。 

傍聴の申し出がございませんでしたので、ご報告申し上げます。 

それでは、事項書に従い進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、議決事項はございません。 

報告第 46 号につきまして、事務局から説明願います。 

46．令和 4 年 11 月議会について 

（報告第 46 号 教育総務課長から説明） 

○教育長 

 事務局からの説明に対し、質問、意見はございませんか。 

（委員から「なし」の声） 

○教育長 

 それでは、報告第 46 号を承認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（委員から「異議なし」の声） 

○教育長 

異議なしと認めます。よって、報告第 46 号は承認いたしました。 

次に、報告第 47 号につきまして、事務局から説明願います。 

47．松阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

（報告第 47 号 生涯学習課長から説明） 

○教育長 

 事務局からの説明に対し、質問、意見はございませんか。 

 放課後児童支援員制度についてはいろいろ課題があります。県も資格取得試験を年 1

回から年 2 回に増やすなど対応していただいています。しかし、資格が必要であるにも

かかわらず、その仕事だけでは時間的に食べていけない。生活していけない現状があり

ます。だからなり手が少なく、退職教員であるとか、そういう方々に頼らざるを得ない

状況です。これは慢性的なもので、いま進めている社会福祉法人等への運営委託が進ま

ないとなかなか解決できない問題かもしれません。以上のことから、放課後児童支援員

資格にかかる有資格みなし規定をさらに 3 年間延長しようとするものです。 

 何か質問、意見はございませんか。 

（委員から「なし」の声） 

○教育長 

 それでは、報告第 47 号を承認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（委員から「異議なし」の声） 

○教育長 

異議なしと認めます。よって、報告第 47 号は承認いたしました。 

次に、報告第 48 号から第 50 号までにつきまして、事務局から説明願います。 

48．松阪市立保育所及び小規模保育事業所条例の一部改正について 

49．松阪市立認定こども園条例の一部改正について 

50．松阪市立幼稚園条例の一部改正について 

（報告第 48～50 号 こども未来課長から説明） 

○教育長 
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 事務局からの説明に対し、質問、意見はございませんか。 

 現在、大石地区以外で統廃合が進められているところはありますか。 

◎事務局 

 今年度、射和幼稚園の新入園児がゼロということで、閉園基準である 15 人以下に該

当しています。松阪市立幼稚園・保育園あり方基本方針において、射和幼稚園とつばな

保育園を統合して認定こども園化することを打ち出しており、両園の現状と今後の進め

方について、11 月 22 日に射和地区と茅広江地区の役員の皆さんに説明してきたところ

です。 

○教育長 

 小中学校の学校規模適正化と重なっている地区が多いですね。 

 何か質問、意見はございませんか。 

（委員から「なし」の声） 

○教育長 

 それでは、報告第 48 号から第 50 号までを承認したいと思いますが、いかがでしょう

か。 

（委員から「異議なし」の声） 

○教育長 

異議なしと認めます。よって、報告第 48 号から第 50 号までは承認いたしました。 

次に、報告第 51 号につきまして、事務局から説明願います。 

51．専決処分の報告について（工事請負契約に係る変更契約の締結） 

（報告第 51 号 教育総務課長から説明） 

○教育長 

 事務局からの説明に対し、質問、意見はございませんか。 

（委員から「なし」の声） 

○教育長 

 それでは、報告第 51 号を承認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（委員から「異議なし」の声） 

○教育長 

異議なしと認めます。よって、報告第 51 号は承認いたしました。 

次に、報告第 52 号につきまして、事務局から説明願います。 

52．令和 4 年度 11 月児童生徒の問題行動等について 

（報告第 52 号 学校支援課長から説明） 

○教育長 

 事務局からの説明に対し、質問、意見はございませんか。 

（委員から「なし」の声） 

○教育長 

 それでは、報告第 52 号を承認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（委員から「異議なし」の声） 

○教育長 

異議なしと認めます。よって、報告第 52 号は承認いたしました。 
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次に、報告第 53 号につきまして、事務局から説明願います。 

53．松阪公民館の移転について 

（報告第 53 号 生涯学習課長から説明） 

○教育長 

 事務局からの説明に対し、質問、意見はございませんか。 

 現在、松阪公民館における講座数、利用者数はどのくらいですか。 

◎事務局 

 令和 3年度の実績で申し上げます。松阪公民館の利用者数はマームだけで 16,618人、

また、松阪公民館には調理室がございませんので、旧松阪公民館の調理室を利用してい

る人数が 583 人です。マームで活動しているのが 56 グループ、第一小学校施設をお借

りして活動しているのが 22 グループ、旧松阪公民館の調理室で活動しているのが 8 グ

ループで、合計 86 グループでございます。 

◆委員 

 松阪公民館が新しくなると調理室も整備され今後はマームに行くことになると思い

ますが、第一小学校で活動している 22 グループはどうなりますか。 

◎事務局 

 22 グループ、約 350 人の利用がありますが、松阪公民館が新しくなっても、現状のま

ま活動していただくこととなっています。もし、イオンタウン施設を利用したいとなれ

ば利用していただいても構わないですが、現在、マームを利用していない理由が交通手

段がないということですので、現状のままであると思われます。 

○教育長 

 そろそろ公民館活動の見直しが必要であると考えています。20 年以上も続く講座が

ある一方で、新たに公民館活動をしたい方々の利用できる余地がないような現状となっ

ています。これから地域の公民館が住民協議会の管理運営に移行していく中で、松阪公

民館は中央公民館的な位置づけですので、その活用方法や運営のあり方について検討を

開始していく必要があると考えています。また委員の皆さんにも一緒にお考えいただき

たいと思っています。 

 何か質問、意見はございませんか。 

（委員から「なし」の声） 

○教育長 

 それでは、報告第 53 号を承認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（委員から「異議なし」の声） 

○教育長 

異議なしと認めます。よって、報告第 53 号は承認いたしました。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

○教育長 

報告事項が終了いたしましたので、「その他」に入ります。 

委員の皆様から何かございませんか。 

◆委員 
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 一昨日、みえ松阪マラソン 2022 が開催され、友人がフルマラソンに出場していまし

た。その友人から聞いた話ですが、マラソンコースにトンネルがあるなんてパッとしな

いと思っていたら、強風吹き荒れる中でトンネルに入れば急に風も緩やかになり、気温

も少し温かくなり、さらにはプロジェクションマッピングの演出で癒されて、大変感動

したと褒めちぎっていました。また、幼稚園や小学校の先生方の取組もすごく良かった

と言っていたことを関係者の皆さんにお伝えしたかったので、報告させていただきまし

た。 

◎事務局長 

 ありがとうございます。実行委員会事務局でもコース内のトンネルをどうするかにつ

いて非常に苦慮したところです。ランナーの方々からも大会 SNS を通じて、プロジェク

ションマッピングを絶賛していただいております。コース内にトンネルがあるというこ

と自体が珍しいことですが、この演出によってコースの売りになったのではないかと考

えており、チャレンジしてみて良かったと思っています。 

○教育長 

 みえ松阪マラソンの大会結果の報告を簡単にお願いします。 

◎事務局長 

 大会当日の参加者が約 8,000 人でした。エントリーは約 9,100 人強でしたが、コロナ

に感染してしまったり、濃厚接触者になってしまったりするケースがあり、残念ながら

出走率は少し下がってしまいました。しかし、フルマラソンの完走率につきましては、

97％強ということで、かなり高い率をとることができました。ちなみに前週に開催され

た奈良マラソンでは 93％強でした。奈良マラソンの制限時間が 6 時間であったのに対

し、みえ松阪マラソンは 7 時間設定でしたので、この 1 時間が完走率に大きく作用した

のではないかと分析しております。現在、改善点などを洗い出しているところですので、

これらを集約して次回開催に繋げていきたいと考えております。 

 優勝した川内優輝選手が嬉しいコメントを残してくれています。「トンネル内のプロ

ジェクションマッピングが素晴らしかった。600 回レースに出場しているけど初めての

体験でした。とても楽しく走れました。」と。私たちも励みになります。 

○教育長 

 市民の皆さんと多くの関係者の協力を得て素晴らしい大会となりました。ありがとう

ございました。 

 コロナの感染状況について報告してください。 

◎事務局 

 ご存じのとおり全国的に増加傾向にあります。過去最多であった 8 月が 1,112 人で、

その後 9 月 463 人、10 月 329 人と減少していましたが、11 月に入り 645 人となり、そ

の増え方が児童生徒だけでなく教職員にも及んできている状況です。12 月は 19 日現在

で 561 人となっています。11 月と同様で教職員も多く感染している状況は変わってお

りません。また、学級閉鎖も増えてきており、9 月 12 学級、10 月 19 学級、11 月 23 学

級、12 月は現在 36 学級となっております。23 日をもって冬期休業に入りますが、登校

できない児童生徒に対しては、リモートで連絡を取るとか、26 日以降に登校していただ

くとか、学校ごとに対応させていただく予定です。 
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○教育長 

 完全に第 8 波が来ています。これから学校は冬期休業に入りますが、年末年始をはさ

んで、休み明けにどのような状況になっているのか、少しは落ち着いているといいので

すが、注視していく必要があります。特に根拠があるわけでもないのですが、感覚とし

て、発熱する子どもが多いように感じます。あと、第 7 波の頃と比較して感染力が強い

ような気もします。 

 他にございませんか。 

（委員から「なし」の声） 

○教育長 

それでは、最後に事務局から次回の定例会の日程報告をお願いいたします。 

◎事務局 

次回の教育委員会定例会でございますが、 

1 月 24 日火曜日、午後 1 時 30 分から教育委員会室で開催いたしますのでよろしくお

願いいたします。 

○教育長 

それでは、これをもちまして、令和 4 年 12 月第 15 回松阪市教育委員会定例会を閉会

いたします。ありがとうございました。 

 

午後 2 時 19 分 閉会 


